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2024年度ケースプレゼンテーション試験概要

ケースプレゼンテーション試験申請書　 
ケースプレゼンテーション発表症例の概要報告書 
ケースプレゼンテーション発表症例のチェックリスト 
※自署・署名以外の項目はPC入力  
※申請者自署・施設長の自筆署名・捺印は必須、スキャンしてPDF提出

１．オンライン申込み

Zoomを利用した試験（受験者は会場に集まる必要はありません） 
アップロードした資料を用いてオンラインでプレゼンし口述試験

PDF 
オンライン 
申請

３．オンライン試験（Zoom）

２．ケースプレゼンテーションの事前オンライン提出
パワーポイントなどでケースプレゼンテーション資料を作成 
専用サイトにアップロード
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ケースプレゼンテーション試験申請について 
当会のホームページを参照ください。

https://confit.atlas.jp/guide/event/jsoi2024/static/case
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2024年度ケースプレゼンテーション試験申込み方法

１．申込み期間 
　　2024年6月3日（月）～6月28日（金） 
２．申込み方法　　　　

ここからダウンロード オンライン申込み：3点

ケースプレゼンテーション 
発表症例のチェックリスト

ケースプレゼンテーション 
試験申請書

ケースプレゼンテーション 
発表症例の概要報告書

※全てPC入力

　2023年度から 
・印刷書類の郵送による 
　申請は不要 
・氏名・施設長の自筆による 
　署名や捺印は必須、 
　確認した書類をスキャン 
　してPDFにして提出
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ケースプレゼンテーション試験申請書（４枚組み）

※氏名、施設長の自筆署名と捺印の上、スキャンしPDFにしてサイトにアップロード



ケースプレゼンテーション発表症例の概要報告書（4枚組み）

※研修施設長の自筆署名と捺印の上、スキャンしPDFにしてサイトにアップロード



ケースプレゼンテーション発表症例のチェックリスト（１枚）

 申請者 
氏名 
自筆記入 
捺印

 施設長に確認 
してもらい 
チェック（✓） 
を入れて提出 ※スキャンしてPDFにして提出



ケースプレゼンテーション試験 
申請書

チェックリストケースプレゼンテーション発表症例の 
概要報告書

「ケースプレゼンテーション試験申請書類」 
ケースプレゼンテーション試験申請書と発表症例の概要報告書にチェックリストを加えたPDFファイル

オンライン申込み
※ワード等で文字入力し、概要報告書に口腔内写真とエックス線写真を添付してください。 
※申請者・施設長の自筆署名や捺印は必須です。施設長の確認後、印刷物をスキャンしてPDF化し、 
　オンライン申込サイトにアップロードしてください。



ケースプレゼンテーション 
オンライン試験概要

ケープレ 専修医 専門医 指導医

 2024年度ケースプレゼンテーション試験 試験日 
    2025年1月12日（日）　オンライン開催

2024年度版



申請書類やプレゼン資料は、全てPDF化
してオンラインで提出してください 
提出した資料をもとにZoomによる 
 オンラインで口述試験を行います

Ne
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書類審査受理後の流れ

1.審査受理通知を郵送で送ります。 
2.ケースプレゼンテーション資料をパワーポイントなどで作製し 
　PDF形式に保存してください。 
3.通知のプレゼン提出用サイトにアップロードしてください。 
4.試験当日はZoomによるオンライン試験を行います。 
5.事前にアップロード提出した資料をもとにオンラインで 
　プレゼンテーションし、口述試験を行います。 
※試験前の別日にネット環境の確認を含めた事務的な予行練習を 
　行います。





ケースプレゼンテーション試験実施内容および方法

「（公社）日本口腔インプラント学会各種資格申請の手引き」を参照

事務的予行練習：ネット環境の確認、試験当日の Zoom入室方法等の確認を 
　　　　　　　　　  事前に行います。必ずご出席下さい。 

オンライン口述試験：受験者1名に対して試験審査員3名 
　　　　：30分間 
　　　　：事前にアップロードした症例について 
　　　　　プレゼンテーション（約５分間）約20分間の口述試験 



試験時間の5分前には試験控室（Zoom待機室）へ入室してください。 
マスクを外して．画面に顔全体が映るように試験を受けてください。 
受験者以外の者を同室は不可（ぼかし・バーチャル背景不可）。

オンライン試験（Zoom)
Ne
w

※2024年度ケースプレデンテーション受験者システムマニュアルを参照



Ne
w

書類審査受理後に下記のオンライン提出用サイトを通知します。



Ne
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※2024年度ケースプレデンテーション受験者システムマニュアルを参照
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※2024年度ケースプレデンテーション受験者システムマニュアルを参照
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w

※2024年度ケースプレデンテーション受験者システムマニュアルを参照



※口腔内写真は，12枚法，14枚法で撮影されたものも認めます。
その場合は，12枚あるいは14枚から5枚を選んで提示するのでは
なく，全ての写真を提示してください。



※プレゼンに必要と判断する資料があれば、持参せずに、
ずべてPDF画像化してプレゼンに用いてください。



ケースプレゼンテーション 
資料作成例

※書類審査を受理された方にプレゼン提出用サイトを通知いたします。 
※下記の様式を参考にケースプレゼンテーションをパワーポイントなどで作製してください。 
※PDF形式に保存し、通知したプレゼン提出用サイトにアップロードしてください。 
※この事前にアップロードしたPDF資料を用いて、オンラインでプレゼンしてもらいます。



必要な資料



必要な資料



必要な資料



必要な資料

※５枚組：正面・
左右側方・上下咬
合面観、または12
枚法、14枚法 
（12枚・14枚の場合、
5枚を選んで提示するの
ではなく、全ての写真を
提示してください。）



必要な資料



必要に応じて
プレゼンに　
利用しても　
良い資料例 

※例示した全ての　
項目、内容を記載　
する必要はありま　
せん。
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必要に応じて
プレゼンに　
利用しても　
良い資料例 

※例示した全ての　
項目、内容を記載　
する必要はありま　
せん。



必要な資料

※５枚組または治
療部位が確認でき
る口腔内写真のど
ちらかを提示して
ください。
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必要な資料
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歯式記載方法のデジタル変更

Zsigmondy-Palmer方式 
（カギ付き歯式） 

７～ ～７ 

76 

654　567 

７～4　2～2　4～7

FDI方式

17-27 

47,46 

46-44,35-37 

47-44,42-32,34-37

※資料のデジタル化に伴い歯式の記入方法をFDI方式に変更



各資格試験・各資格更新時に提出症例の 
判断基準について？Q

A

ケースプレゼンテーション試験・専修医申請は上部構造装着後２年
以上、専門医･指導医の資格試験・資格更新は上部構造装着後3年以
上、メインテナンス期間中良好に経過した症例で、新たな治療介入
がない症例を原則。但し、外傷や予期せぬ修復物の脱離への対応
等、術前診断および上部構造装着時において医学的に予測不能な事
象に対するインプラント以外の治療介入については、口述試験にお
いてその治療介入がメインテナンス期間中の予期せぬ事象への対応
であったことを明確に説明でき、その説明が適切であると判断され
れば、当該症例を経過良好な症例として取り扱うこととする。 



A たとえ、上下顎であっても、一口腔単位でインプラント診療を
含む治療計画の下に終了された症例でなければ、別々の症例と
して認められません。例えば、上顎にインプラント治療をされ
て、上部構造装着後3年以上良好に経過していても、下顎のイ
ンプラント治療が上部構造装着後3年未満であれば、上顎のみ
を１症例として提出することはできません（あくまで一口腔単
位で、上部構造装着後3年以上、新たな治療介入無しに良好に
経過していなくてはなりません）。また、全てのインプラント
治療が上部構造装着後3年以上の症例であっても、当該部位の
インプラントだけでなく、一口腔単位で予後良好な症例の提出
を求めています。 



上部構造装着後2年以内の治療介入 新たな欠損

症
例
選
択
の
注
意
点

上部構造装着後2年以内に新たな欠損が生じた症例は、症例変更（差し替え）の対象です。 
但し、術前診断および上部構造装着時において予測不能な事象で抜歯せざるを得ない場合、
適切な医療判断がされている事を明確に説明できれば、症例として認めます。

上部構造装着直後 上部構造装着後2年以上経過時
上部構造装着直後から2年以内に、新たな欠損が生じた

△



上部構造装着後2年以内の治療介入

症
例
選
択
の
注
意
点

上部構造装着直後 上部構造装着後2年以上経過時
上部構造装着直後から2年以内に、新たにインプラント治療を施術した

×
上部構造装着後2年以内に新たにインプラント治療を施術した症例は、症例変更（差し替
え）の対象です。本ケースの場合たとえ下顎が2年以上経過していても、上顎が治療完了し
上部構造装着後2年以上経過していなければ症例として不適切です。 

新たなインプラント治療



上部構造装着後2年以内の治療介入 新たな補綴

症
例
選
択
の
注
意
点

術前診断および上部構造装着時において医学的に予測不能な事象に対するインプラント以外
の治療介入については、明確に理由を説明できれば症例として認めます。 
インレーやコンポジットレジン等の保存修復を行っても症例として認めます。

△
上部構造装着直後 上部構造装着後2年以上経過時

上部構造装着直後から2年以内に、天然歯に新たな補綴治療を施術した



初診時のパノラマエックス線写真しかなく、 
インプラント埋入部位に歯が残存している 
パノラマエックス線写真しかありません？

Q

A
CTやデンタルエックス線写真など欠損の状態や 
診断の根拠が確認できるエックス線写真等が必
要。それもない場合は、症例変更（差し替え） 
となります。



インプラント施術部位に歯根やポンテックがある場合

症
例
選
択
の
注
意
点

欠損の状態や診断の根拠となるエックス線写真が必要。本ケースは、34には歯根、35には
ブリッジポンテックがあるため、症例変更（差し替え）の対象です。但し、欠損部位の状態
が確認できるCTやデンタルエックス線写真などを別途提出できれば症例として認めます。

術前パノラマエックス線写真 上部構造装着後2年以上経過時
術前のパノラマエックス線写真に抜歯予定歯やポンテックある写真しかない

×



術前の口腔内写真に歯やブリッジポンテックがある 
場合は症例として認められますか？Q

A
術前の口腔内写真5枚法の埋入部位に歯やブリッジポンテッ
クがある場合は、その5枚法と1枚でも欠損状態が確認でき
る写真を別途提示できれば症例として認める。 
しかし、抜歯後の治癒状態は、エックス線写真で確認してい
るので、必ずしも軟組織治癒状態の写真は求めていない。 



インプラント施術部位に歯根やポンテックがある場合

症
例
選
択
の
注
意
点

術前口腔内写真の埋入部位に抜歯予定歯やブリッジポンテックがある場合、5枚法と1枚で
も欠損状態が確認できる写真を別途提示できれば症例として認めます。

術前口腔内
写真

術前の口腔内写真に抜歯予定歯やポンテックある写真しかない

＋欠損部位の
状態が分か
る写真追加



術前パノラマエックス線写真にステントが入っている場合

術前パノラマエックス線写真にステント等が映り込んでいる場合は、顎堤の状態が分かれば
問題ありません。症例資料として認めます。

〇症
例
選
択
の
注
意
点



未承認医薬品や適応外医薬品（骨補填材など）の 
扱いについて？Q

A
・ケースプレゼンテーション試験症例は不可。 
・指導医の骨造成症例では、適応外医薬品の骨補填材の 
　使用を認める。 
　但し、患者へのインフォームドコンセントと同意が必要 
・暫間インプラントを最終補綴とする症例は認めない



書類審査で「症例不備で再提出」と戻されました 
どうしたら良いのでしょうか？Q

A
・基本的に落とすための再提出ではありません。 
・審査委員が不備と判断した内容を事務局から 
　伝達しております。HPの規程や細則、必要書類 
　などを熟読して改善し再提出して下さい。 
・研修施設長に相談しチェックしてもらって下さい。


